
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会保険料の標準報酬月額の定時改定による徴収

額の変更月です。 

■10 月から雇用保険料率が変わります。労働者負担

は「一般の事業…5/1000」「建設の事業 6/1000」で

すので、給与計算の際はご注意ください。 

■10 月 9日からの京都府の最低賃金は 968 円です。 

■10 月、11 月決算法人の方は、賞与等決算の対策の

準備をして下さい。 

■10 月 10 日（月）はスポーツの日です。 

 

■労働保険料の延納（分割納付）の第 2 期分の納付

期限は、10 月 31 日（月）までです。 

■個人の道府県民税及び市町村民税の第 3 期分の納

付期限は 10 月 31 日（月）までです。 

 

 

 

 

Ｔ＆Ｍ田中会計ホームページ９月更新記事案内 
ホームページ『お役立ち情報』の今月の更新は以下の通りです。気になる点などございましたら、お気軽に

ご連絡ください。 

 

■経営サポートナビ２０２２年９月号 

①中小企業向けの公的制度をご紹介 

②就業規則はポイントをおさえた作成が重要！リスク回避につながる作成方法とは 

③新型コロナ対策資本性劣後ローンとは 

④会社を売却しようと思ったときの注意点 

⑤成人は 18 歳から！贈与税・相続税の影響は？ 

⑥人材確保等支援助成金（テレワークコース） 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２２年９月 Vol.20 

～電子帳簿保存法④～ 電子保存の対象となる帳簿や書類は？ 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２２年９月 Vol.21 

【社会保険の適用拡大】2022 年 10 月から従業員数 100 人超の企業が対象に！ 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２２年９月 Vol.22 

～資本金 1億円以下～ 大企業が減資によって“中小企業化”するメリットとは？ 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２２年９月 Vol.23 

【インボイス制度】第 6回 インボイス発行事業者の公表情報とは？ 

 

Ｔ＆Ｍ田中会計ホームページ（https://tam-jp.com/） 

Ｔ＆Ｍ田中会計ホームページ「お役立ち情報ページ」（https://tam-jp.com/msnavi/） 

Ｔ＆Ｍ田中会計 上京事務所 

〒602-0054 

京都市上京区今出川通堀川東入ル 

 

TEL：075-415-3463 

FAX：075-432-6125 

今月の経営チェックポイント✓ 

 

納税期限スケジュール 


